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Mitsuo’s Message ※要約

　今
年
１
月
か
ら
約
１
ヶ
月
間
、町
内
で

研
修
を
続
け
て
き
た
安
谷
屋
ミ
ツ
オ
さ

ん（
24
）が
、全
行
程
を
終
え
母
国
ペ
ル
ー

へ
の
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

　本
事
業
は
、か
つ
て
海
外
へ
渡
っ
た
本

町
出
身
者
の
子
孫
を「
海
外
友
好
親
善

大
使
」と
し
て
受
け
入
れ
、沖
縄
や
与
那

原
の
文
化
や
歴
史
の
学
び
を
通
し
て
、

将
来
、与
那
原
町
と
出
身
国
を
結
ぶ「
懸

け
橋
」と
な
る
人
材
を
育
成
す
る
取
り

組
み
で
す
。ミ
ツ
オ
さ
ん
は
滞
在
中
、日

本
語
や
空
手
、書
道
を
学
び
、親
戚
や
多

く
の
町
民
と
の
交
流
を
通
し
て
自
身
の

ル
ー
ツ
を
深
く
見
つ
め
直
し
ま
し
た
。

　２
月
17
日
の
研
修
報
告
会・修
了
式

で
は
、参
加
者
が
見
守
る
中
、自
作
の

日
本
語
カ
ル
タ
や
書
道
作
品
、空
手
な

ど
を
披
露
。ま
た
、ペ
ル
ー
で
の
活
発
な

町
人
会
の
活
動
を
動
画
で
紹
介
し
て
く

れ
ま
し
た
。与
那
原
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を

身
に
ま
と
い
汗
を
流
す「
日
系
親
睦
競

技
大
会
」や
、チ
ャ
リ
ティ
ー
食
事
会
、先

人
へ
の
感
謝
を
捧
げ
る
新
年
会
な
ど
、

遠
く
離
れ
た
地
で
も「
与
那
原
」の
名
を

誇
り
に
一
致
団
結
す
る
様
子
を
報
告
。

「
町
人
会
は
血
縁
を
超
え
た
家
族
。地

域
の
灯
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
、す
べ
て
の

活
動
に
誇
り
を
持
っ
て
参
加
し
て
い
ま

す
」と
語
り
ま
し
た
。

海を越えて受け継がれる「与那原の魂」

　初めて訪れた日本、そして沖縄。偉大
な先輩方の跡を継ぐことにプレッシャー
もありましたが、皆さんの温かい歓迎の
おかげで、ありのままの自分で接するこ
とができました。心から感謝しています。
　２つの文化の間で、どこか「浮いてい
る」ような感覚を抱えて生きてきました
が、沖縄で初めて「自分はここに属してい
るんだ」という強い帰属心を持つことが
できました。「安谷屋」という苗字を背負
う誇りが、より一層強くなりました。この
かけがえのない経験を支えてくださった
皆さまに、深く御礼申し上げます。

イラストが得意なミツオさんがマンホールをイメー
ジして描いた作品。海を越えて両地が身近に感じ
られるような、温かみのあるイラストに仕上がって
います

▲

３月１日にはペルー町人会の新年会でも
報告会を実施しました
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税務課 945-4477お問い合わせ

那覇税務署 867-3101お問い合わせ

（水）

8 6

8 6

（水） （木）

9：00～16：30

9：00～16：30

納付方法が拡充しました！

軽自動車税(全期)
町県民税(1期)
固定資産税(2期)
町県民税(2期)
 　      ー  　     
町県民税(3期)
 　      ー  　     
固定資産税(3期)
町県民税(4期)
固定資産税(4期)
 　      ー  　     

6月1日
6月30日
7月31日
8月31日
ー 　   
11月2日
ー 　   
1月4日
2月1日
3月1日
ー 　   

5月25日
6月25日
7月27日
8月25日
ー   　  

10月26日
ー   　  

12月25日
1月25日
2月25日
ー  　   

5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
３月

固定資産税（1期） 4月30日 4月27日4月

令和9
(2027)年

令和9
(2027)年

令和9
(2027)年

令和8
(2026)年

確定申告が間違っていた場合

確定申告を忘れていた場合

確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合は、
次の方法で申告内容を訂正することができます。

　確定申告書を提出後、税額を多く申告していた
ことや純損失等の金額を少なく申告していたこと
に気付いたときは、「更正の請求書」を提出して正
しい税額や純損失等の金額への訂正を求めるこ
とができます。請求内容が正当と認められた場合
は、納めすぎた税金が還付されます。
　原則として、各年分の法定申告期限から５年以
内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出し
てください。

税額を多く申告していたとき

　確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するように
してください。申告の必要があるにもかかわらず、申告をしなかった場合に
は、税務署長が所得金額や税額の決定を行う場合があります。
　なお、税務署長が決定を行う場合や申告期限に遅れて申告した場合など
には、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日
までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。

　確定申告書を提出後、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、
「修正申告書」を提出して正しい税額に修正する必要があります。修正申告
によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日（納期限）までに、
延滞税と併せて納めてください。
　修正申告によって新たに納付することとなった税額を納めるときは、法
定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります
ので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。
なお、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が
賦課される場合があります。

税額を少なく申告していたとき

確定申告書、修正申告書及び更正
の請求書は、国税庁ホームページで
作成できます。また、各種様式は、国
税庁ホームページからダウンロード
することもできます。 国税庁ホームページ▲

税務課 からのお知らせ

しました
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